
法人事業所で売上▲15％以上あるいは個人事業所の場合は３年間金利ゼロ
上記に該当しない事業所には商工会議所が独自に利子補給し、１年間金利ゼロ
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【国

民
生
活
事
業
】新
型
コロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
（
注
１
・２

）
 

特
別
利
子
補
給
制
度
（
注
１
・２

）
          

 

ご
利
用

 
い
た
だ
け
る
方

 

新
型
コロナ

ウ
イル

ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
一
時
的
な
業
況
悪

化
を
来
し、次

の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
あ
って

、中
長

期
的
に
業
況
が
回
復
し発

展
が
見
込
まれ

る
方

 
（
１
）
最
近
１
ヵ月

の
売
上
高
が
、前

年
また

は
前
々
年
の
同
期
と

比
較
して

、５
％
以
上
減
少

 
（
２
）
業
歴
が
３
ヵ月

以
上
１
年
１
ヵ月

未
満
の
場
合
等
は
、最

近
１
ヵ月

の
売
上
高
が
、次

の
い
ず
れ
か
と比

較
して

、５
％

以
上
減
少

 
   ①

過
去
３
ヵ月

（
最
近
１
ヵ月

含
む
。）

の
平
均
売
上
高

 
   ②

令
和
元
年

12
月
の
売
上
高

 
   ③

令
和
元
年

10～
12

月
の
平
均
売
上
高

 

左
記
の
新
型
コロナ

ウ
イル

ス
感
染
症
特
別
貸
付
を
受
け
て
い
る
方
で
あ

って
、次

の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
方

 
 

小
規
模
事
業
者

 
中
小
企
業
者

 
個
人

 
要
件
無
し 

売
上
高
▲

20％
以
上

 
法
人

 
売
上
高
▲

15％
以
上

 
売
上
高
▲

20％
以
上

 
(※

１
)小

規
模
事
業
者
とは

、卸
・小

売
業
、サ

ー
ビス

業
は
「常

時
使
用
す
る
従

業
員
（
＊
）
が
５
名
以
下
の
企
業
」、それ

以
外
の
業
種
は
「同

20
名
以

下
の
企
業
」をい

う。中
小
企
業
者
とは

、この
他
の
中
小
企
業
をい

う。 
    （

＊
）
労
働
基
準
法
上
に
お
け
る
「予

め
解
雇
予
告
を必

要
とす

る
者
」 

(※
２

)売
上
高
要
件
の
比
較
は
、左

記
貸
付
で
確
認
す
る
最
近
１
ヵ月

に
加
え
、

その
後
２
ヵ月

も
含
め
た
３
ヵ月

間
の
うちの

い
ず
れ
か
の
１
ヵ月

で
比
較
。 

ご
利
用

 
い
た
だ
け
る
方

 

資
金
の

 
お
使
い
み
ち

 
新
型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
の
影
響
に
伴
う社

会
的
要
因
等
に
よ
り

必
要
とす

る
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

 
－

 
－

 

融
資
限
度
額

 
別
枠

 6,000
万
円

 
左
記
の
融
資
限
度
額
の
うち
、3,000

万
円
以
下
の
部
分

 
補
給
限
度
額

 
ご
返
済
期
間

 
＜
据
置
期
間
＞

 
設
備
資
金
：

20
年
以
内
＜
うち
５
年
以
内
＞

 
運
転
資
金
：

15
年
以
内
＜
うち
５
年
以
内
＞

 
当
初
３
年
間

 
補
給
期
間

 

利
率
（
年
）

 
（
注
３
）

 

3,000
万
円

 
以
下

 
当
初
３
年
間
：
基
準
（
災
害
）
－

0.9％
 

３
年
経
過
後
：
基
準
（
災
害
）

 
左
記
の

3,000
万
円
以
下
の
部
分
に
か
か
る

 
「基

準
（
災
害
）
－

0.9％
」の
利
子
（
支
払
利
息
）
（
※
）

 
(※

)一
旦
公
庫
に
ご
返
済
後
、支

払
済
み
利
子
額
を実

施
機
関
か
ら補

給
 

補
給
率

 
（
注
４
）

 
3,000

万
円
超

 
基
準
（
災
害
）

 
担
保

 
無
担
保

 
－

 
－

 

実
施
機
関

 
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
国
民
生
活
事
業
）

 
政
府
の
指
定
す
る
実
施
機
関

実
施
機
関

 
（
注
１
）
経
済
産
業
省
パ
ンフレ

ット「新
型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
で
影
響
を受

け
る
事
業
者
の
皆
様
へ
」（

版
）
より作

成
し、経

済
産
業
省
に
お
い
て
監
修

 
（
注
２
）
令
和
２
年
１
月

29
日
以
降
に
ご
利
用
い
た
だ
い
た
セ
ー
フテ

ィネ
ット貸

付
等
の
ご
融
資
も
、特

別
貸
付
等
の
要
件
に
該
当
す
る場

合
は
遡
及
適
用
が
可
能

 
（
注
３
・４

）
令
和
２
年
３
月

17
日
時
点
で
の
適
用
例
（
運
転
資
金

1,500
万
円
・５

年
返
済
の
場
合
）

 
【3,000

万
円
以
下
の
部
分
】当

初
３
年
間
：

0.46％
、３

年
経
過
後
：

1.36％
  

この
部
分
の
支
払
済
利
子
額
を後

日
実
施
機
関
か
ら補

給
し、実

質
的
に
無
利
子
化

 

「新
型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
」と「特

別
利
子
補
給
制
度
」の
併
用
に
よ
る
実
質
的
な
無
利
子
化
融
資
の
ご
案
内

 

○
 実

質
的
な
無
利
子
化
融
資
とは

、公
庫
の
「新

型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
」の
融
資
を受

け
た
後
、ご

返
済
い
た
だ
い
た
利
子
に
つ
い
て
、公

庫
以
外
の
実
施
機
関

か
ら利

子
補
給
を受

け
る
ことで

、お
客
さまの

ご
負
担
され

る
利
子
が
実
質
的
に
無
利
子
に
な
る
とい

うも
の
で
す
。 

○
 「新

型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
」、公

庫
以
外
の
実
施
機
関
が
行
う「特

別
利
子
補
給
制
度
」の
、各

々
の
要
件
を満

た
して

い
た
だ
く必

要
が
ご
ざ
い
ます

。 
 ※

生
活
衛
生
新
型
コロナ

ウイル
ス
感
染
症
特
別
貸
付
も
同
様
の
取
扱
い
で
す
。 
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